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高知工業高等専門学校知的財産委員会規則 

 

                         制  定 平成１７年 ２月１０日 

                         一部改正 平成２８年 ２月１８日 

 

（設置） 

第１条 高知工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、高知工業高等専門学校知的財

産委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、本校における知的財産について、校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事

項を審議する。 

 (１) 知的財産の特許性及び市場性評価に関すること。 

 (２) 知的財産の帰属に関すること。 

 (３) 知的財産の権利化手続に関すること。 

 (４) その他知的財産に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (１) 教務主事 

 (２) 専攻科長 

 (３) ソーシャルデザイン工学科長、基礎教育長、副基礎教育長及び各コース長 

 (４) 地域連携センター長 

 (５) 事務部長 

 (６) その他地域連携センター長が必要と認めた者 

２前項第６号の委員は、校長が命ずる。 

 （運営） 

第４条 委員会に委員長を置き、地域連携センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行す

る。 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を求める

ことができるものとする。 

 （事務） 

第６条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定

める。 

   附 則 

１ この規則は，平成１７年２月１０日から施行する。 

２ 高知工業高等専門学校発明規則（昭和５３年９月３０日制定）は、廃止する。 
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   附 則 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


